
●

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

●

山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例

３

改
正
後
の
勤
務
時
間
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

４

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
３
に
つ
い
て

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
十
号
）（
義
務
教
育
課
）

１

教
育
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
一
日
当
た
り
七
時
間
四
十
五
分
、
一
週
当
た
り
三
十
八
時
間

四
十
五
分
に
短
縮
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間
の
短
縮
に
伴
う
所
要
の
調
整
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
十
一
号
）（
医
務
課
）

１

第
二
種
医
師
修
学
資
金
の
貸
与
者
に
、
県
内
で
医
療
に
従
事
す
る
明
確
な
意
思
を
持
っ
た
学
生
の

選
抜
枠
に
よ
り
入
学
し
た
県
外
の
医
学
部
生
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
十
二
号
）（
教
育
庁
総
務

課
）

１

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
等
に
か
ん
が
み
、
教
育
職
員
と
し
て
新
た
に
副
校
長
及
び
主
幹
教
諭
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

主
幹
教
諭
に
対
応
す
る
新
た
な
給
料
の
等
級
と
し
て
、
教
育
職
給
料
表
に
特
二
級
を
設
け
る
こ
と

と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
六
十
八
号

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
…
…
…
…
二

例
○
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
…
…
…
…
三

一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
八
号
）

（
農
村
振
興
課
）

１

農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
か
ん
が
み
、
当
制
度
を
円
滑
に
運
営
し
て
い
く
た

め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
等
に
対
す
る
農
地
等
の
賃
貸
借
等
の
許
可
及
び
当
該
許
可
の
取
消

し
に
係
る
事
務
の
権
限
を
新
た
に
市
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

国
又
は
都
道
府
県
が
農
地
等
を
学
校
、
病
院
等
へ
転
用
す
る
場
合
の
知
事
と
の
協
議
に
係
る
事

務
及
び
農
地
等
の
違
反
転
用
に
対
す
る
行
政
代
執
行
に
よ
る
原
状
回
復
等
の
措
置
及
び
当
該
代
執

行
費
用
の
徴
収
に
係
る
事
務
の
権
限
を
新
た
に
甲
府
市
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
六
十
九
号
）（
人
事
課
）

１

職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
一
日
当
た
り
七
時
間
四
十
五
分
、
一
週
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十

五
分
に
短
縮
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

次
の
条
例
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間
の
短
縮
に
伴
う
所
要
の
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

山
梨
県
職
員
給
与
条
例

●

山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

十
二
月
十
五
日

号
外
第
八
十
八
号

火　曜　日

（ ）二 （ ）一（ ）一（ ）二

（ ）三（ ）四



次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
十
の
三
の
項
ニ
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
、「
徴
収
」
を
「
徴
取
」
に
、

「
ハ
」
を
「
チ
」
に
改
め
、
同
項
ニ
を
同
項
リ
と
し
、
同
項
ハ
中
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
四

十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、「
イ
」
の
下
に
「
、
ロ
及
び
ヘ
」
を
加
え
、
同
項
ハ
を
同
項
チ
と
し
、
同

項
ロ
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
イ
」
の
下
に
「
、
ロ
及
び

ヘ
」
を
加
え
、
同
項
ロ
を
同
項
ト
と
し
、
同
項
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
許
可

ハ
　
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

ニ
　
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
及
び
報
告
の
受
理

ホ
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

ヘ
　
法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

第
二
条
の
表
十
の
四
の
項
ロ
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
並
び
に
第
五
条
第
三
項
及

び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
ト
中
「
第
八
十
三
条
の
二
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
及
び
ハ
」

を
「
、
ハ
、
ニ
及
び
ホ
」
に
改
め
、
同
項
ト
を
同
項
リ
と
し
、
同
項
ヘ
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五

十
条
」
に
、「
徴
収
」
を
「
徴
取
」
に
、「
及
び
ハ
か
ら
ホ
ま
で
」
を
「
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
及
び
ヌ
」

に
改
め
、
同
項
ヘ
を
同
項
チ
と
し
、
同
項
ホ
中
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」

に
、「
及
び
ハ
」
を
「
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
リ
及
び
ヌ
」
に
改
め
、
同
項
ホ
を
同
項
ト
と
し
、
同
項
ニ
中

「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
及
び
ハ
」
を
「
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
リ
及
び

ヌ
」
に
改
め
、
同
項
中
ニ
を
ヘ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た

め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
又
は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ

い
て
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
権
利
を
取
得
す
る
行
為
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

第
二
条
の
表
十
の
四
の
項
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た

め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
行
為
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

第
二
条
の
表
十
の
四
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公
告
（
イ
、
ハ
、
ニ
及
び

ホ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ル

法
第
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
（
イ
、
ハ
、
ニ
及
び
ホ

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
六
十
九
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
十

六
時
間
」
を
「
十
五
時
間
三
十
分
」
に
、「
三
十
二
時
間
」
を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
三
十
二
時
間
」
を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
四
十

時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
八
を
」
を
「
七
・
七
五
を
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
四
十

時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
八
」
を
「
七
・
七
五
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又
は
二
十
五
時
間
」
を
「
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九

時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

二



第
二
条
第
一
項
中
「
一
週
間
を
通
じ
て
二
十
時
間
」
を
「
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の

勤
務
時
間
の
二
分
の
一
」
に
、「
三
十
分
」
を
「
五
分
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
及
び
第
五
項

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
お
い
て
地
方
公
務
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
次
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。）
を
す
る
た
め
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
又
は
同
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
十
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）

に
規
定
す
る
通
常
の
勤
務
時
間
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
適
用
し
た
場
合
の
勤
務
の
形

態
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
次
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
「
新
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
例

に
よ
り
、
当
該
承
認
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
係
る
当
該
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
は
、
施
行
日
の
前
日
を
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
し
、
施
行
日
に
、
施
行
日
か
ら
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
第
十
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）
又
は
新
育
児
休
業
条
例
第
十
二
条
各
号
の
規
定
に
適

合
す
る
よ
う
に
任
命
権
者
が
定
め
た
内
容
の
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す
。

４

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び
施
行
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る

こ
と
と
な
っ
た
職
員
の
施
行
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
は
、
同
法
第
十
条
第
一
項
各

号
（
第
五
号
を
除
く
。）
又
は
新
育
児
休
業
条
例
第
十
二
条
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
任
命

権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

施
行
日
以
後
に
お
い
て
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す

る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
修
学
部
分
休
業
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
修

学
部
分
休
業
を
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
施
行
日
前
に

お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
承
認
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に

関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
係
る
当
該
修
学
部
分

休
業
の
承
認
は
、
施
行
日
の
前
日
を
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
し
、
施
行
日
に
、
施
行
日
か

ら
当
該
修
学
部
分
休
業
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
任
命
権
者
が
当
該
職
員
の
意
見
を
聞
い

て
定
め
た
内
容
の
新
修
学
部
分
休
業
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
修
学
部
分
休
業
の
承
認
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
七
十
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
十

六
時
間
」
を
「
十
五
時
間
三
十
分
」
に
、「
三
十
二
時
間
」
を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
三
十
二
時
間
」
を
「
三
十
一
時
間
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
四
十
五
分
、
八
時
間
」
を
「
四
十
五
分
、
七
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
、

一
時
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
八
を
」
を
「
七
・
七
五
を
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
七
十
一
号

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

三



に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

県
内
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
し
て
い
る
こ
と
又
は
県
外
の
大
学
の
医
学
を

履
修
す
る
課
程
に
そ
の
卒
業
後
県
内
に
お
い
て
医
師
の
業
務
に
従
事
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る

者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
の
選
抜
に
よ
っ
て
入
学
し
、
か
つ
、
在
学
し
て
い
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
国
立
大
学
に
置
か
れ
て
い
る
」
を
削
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「（
国
立
大
学
法
人
の
開
設
す
る
病
院
を
除
く
。）」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
七
十
二
号

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
教
員
（
」
の
下
に
「
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課

程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、」
を
、「
教
頭
」
の
下
に
「
、
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課

程
若
し
く
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
又
は
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
若

し
く
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
主
幹
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

五



（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
）

第
三
条
　
山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
校
長
」
の
下
に
「
、
副
校
長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

六
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